
第１回：平成21年４月１日から４月30日まで　第２回：平成21年７月１日から７月31日まで
第３回：平成21年10月１日から10月31日まで　第４回：平成22年１月６日から１月31日まで

芽室町で取り組んでいる奨励事業

町内業者を利用して住宅新築・リフォーム工事をされる方へ奨励金を交付します。
□住宅を新築される方（住宅建設促進奨励事業）
対象要件を満たす方を対象に奨励金（10万円分の商工会商品券）を交付
　○対象要件
　・町内での住宅新築または住宅購入
　・町内業者を利用し、かつ建築経費の総額のうち町内業者への発注割合が２分の１以上
　・住宅面積が50㎡以上280㎡以下の専用住宅
　・市町村税を完納していること
　・契約を行う前、かつ事前申込受付期間内に利用申込書を提出していること

■リフォームされる方（住宅リフォーム奨励事業）
対象要件を満たす方を対象に奨励金（５万円分の商工会商品券）を交付
　●対象要件
　・自らが所有し、居住する住宅にリフォームを行う方（リフォーム完了後住宅に転居する方も対象）
　・町内業者を利用し、工事費が100万円（消費税含む）以上の工事であること
　・次のいずれかに該当する工事であること
　①住宅の修繕、補修（一部増築及び耐震補強を含む）工事
　②建物の内外装の改修工事
　③給湯器、風呂、台所、トイレ及び暖房設備の修繕、補修及び取替工事
　・市町村税を完納していること
　・工事着工前、かつ事前申込受付期間内に利用申込書を提出していること
　・奨励金交付申請の際、リフォーム前・後の住宅状況が分かる写真が必要となります。
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　太陽光発電システムは、太陽光を利用して、
地球温暖化の一因である二酸化炭素を出さずに
電気を作ることができます。家庭の電気代を削
減できるだけでなく、余った電力を売ることも
できます。
【応募要件】
１　町内の住宅（自己又は同居の家族が所有し、
かつ居住する）　に住宅用太陽光発電システ
ムを新設する場合。
　※２月末日までにシステムを設置する場合に
　　限ります。
２　住宅用太陽光発電システムの設置された住
宅を購入する場合（中古住宅の場合は、新規
にシステムを設置する場合に限る）

【募集件数】　５件程度
※募集状況により、募集件数を変更する可能性
　があります。
【補助金額】
　太陽電池の最大出力値（kW表示。小数点以
下第3位を切り捨て）に７万円を乗じた額（千円
未満の端数切り捨て）で、かつ、補助対象経費
が１kWあたり70万円以下（消費税抜き）のシス
テム。
　ただし、補助金額は、28万円を上限額とします。
※国からも同額の補助があります。
　国の補助制度はこちら
　

住宅用太陽光発電システム設置への補助
募集期間：平成22年1月31日まで《随時受付》

問 　☎  

問 　☎  


